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制限行為能力者の
保護

古着の仕入販売に関する営業を許

された未成年者は、成年者と同一

の行為能力を有するので、法定代

理人の同意を得ないで、自己が居

住するために建物を第三者から購

入したとしても、その法定代理人

は当該売買契約を取り消すことが

できない。
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制限行為能力者の
保護

×未成年者は、法定代理人から営

業を許された特定の行為について

は、成年者と同一の行為能力を有

する。本問の未成年者は古着の仕

入販売に関する営業を許されてい

るので、その営業については成年

者と同一の行為能力を有するが、

自己が居住するための建物の購入

は、営業に関するものではないの

で、法定代理人の同意を得ないで

行った場合には、法定代理人は当

該売買契約を取り消すことができ

る。
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制限行為能力者の
保護2

被保佐人については、不動産を売

却する場合だけではなく、日用品

を購入する場合も、保佐人の同意

が必要である。
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×被保佐人が重要な財産上の行為

（不動産を売却する行為など）をす

るには、保佐人の同意を得なけれ

ばならないが、日用品の購入等重

要な財産上の行為以外の行為につ

いては保佐人の同意は不要であ

る。

2 制限行為能力者の
保護

 



1

意
思
表
示

SEC

02

CH
02

権
利
関
係

  

ＡがＢに甲土地を売却した場合に

おいて、ＡＢ間の売買契約が仮装

譲渡であり、その後ＢがＣに甲土

地を転売した場合、Ｃが仮装譲渡

の事実を知らなければ、Ａは、Ｃ

に虚偽表示による無効を対抗する

ことができない。

3 虚偽表示
（通謀虚偽表示）
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〇通謀虚偽表示の無効は、善意の

第三者に対しては対抗することが

できない。したがって、Ｃが仮装

譲渡の事実を知らなければ、Ａは

Ｃに虚偽表示による無効を対抗す

ることはできない。

意
思
表
示

3 虚偽表示
（通謀虚偽表示）
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4
 

Ａが所有する甲土地の売却に関す

る代理権をＢに授与し、ＢがＣと

の間で、Ａを売主、Ｃを買主とす

る甲土地の売買契約を締結した場

合において、ＢがＣの代理人にも

なって本件契約を成立させた場

合、Ａの許諾の有無にかかわら

ず、Ｂによる本件契約は無権代理

人がした行為とみなされる。

代理権の濫用、自己
契約・双方代理等
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×原則として双方代理は無権代理

人がした行為とみなすが、本人の

許諾がある場合には、本人に契約

の効果が生じる。

4 代理権の濫用、自己
契約・双方代理等
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復代理5

委任による代理人は、本人の許諾

を得たときのほか、やむを得ない

事由があるときにも、復代理人を

選任することができる。
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5
×未成年者も代理人と

なることはできるの

復代理

  〇任意代理人は、①本人の許諾が

あるときまたは②やむを得ない事

由があるときは、復代理人を選任

することができる。
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Ａ所有の甲土地につき、Ａから売

却に関する代理権を与えられてい

ないＢが、Ａの代理人として、Ｃ

との間で売買契約を締結した場合

において、Ｂの無権代理行為をＡ

が追認した場合には、ＡＣ間の売

買契約は有効となる。

無権代理6
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無権代理6
  〇無権代理人（Ｂ）が行った契約

の効果は原則として本人に生じな

いが、本人（Ａ）が追認した場合

は、有効な代理行為となる。
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Ａ所有の土地の占有者がＡから

Ｂ、ＢからＣと移った場合におい

て、Ｂが平穏・公然・善意・無過

失に所有の意思をもって8年間占

有し、ＣがＢから土地の譲渡を受

けて所有の意思をもって２年間占

有した場合、当該土地の真の所有

者はＢではなかったとＣが知って

いたとしても、Ｃは10年間の取

得時効を主張できる。

取得時効
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〇売主および買主の両

方から承諾がある場合

取得時効

  〇「善意・悪意」「有過失・無過失」

は、占有開始時で判定するため、

Ｂが善意・無過失で８年間占有し

た場合、Ｃが悪意であったとして

も２年間占有した時点で 10年間

の取得時効を主張することができ

る。
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ＡがＢに対して金銭の支払いを求

めて訴えを提起し、その後、当該

訴えの却下の判決が確定した場合

には時効の更新の効果は生じな

い。

 

時効の完成猶予・
更新
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×本人の許諾を得て復

代理人を選任した場合

時効の完成猶予・
更新

  〇訴えが却下されたときは、権利

が確定しないので、時効の更新の

効果は生じない。
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ＡＢ間の金銭消費貸借契約におい

て、借主Ｂは当該契約に基づく金

銭の返済をＣからＢに支払われる

売掛代金で予定していたが、その

入金がなかった（Ｂの責めに帰す

べき事由はない）ため、Aへの返

済期限が経過してしまった場合、

Ｂは債務不履行には陥らず、Ａに

対して遅延損害金の支払義務を負

わない。

損害賠償の請求
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9
×無権代理人が単独で

本人を相続した場合に

損害賠償の請求

  ×債務不履行の場合は、債務者の

帰責事由がなければ、債権者は損

害賠償請求をすることはできない

が、金銭債務の不履行の場合につ

いては、債務者の帰責事由の有無

にかかわらず、損害賠償請求をす

ることができる。したがって、Ｂ

は、返済期限が経過してしまった

ときは、債務不履行に陥り、Ａに

対して遅延損害金の支払義務を負

う。
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不動産取引の
危険負担10

令和５年９月１日にＡ所有の甲建

物につき、ＡＢ間で売買契約が成

立し、当該売買契約において同年

９月30日をもってＢの代金支払

いと引き換えにＡは甲建物をＢに

引き渡す旨合意されていた。この

場合において、甲建物が同年９月

15日時点で自然災害により滅失

した場合、Ａの甲建物引渡し債務

は消滅し、Ｂの代金支払債務は存

続するが、Ｂは代金の支払いを拒

むことができる。
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不動産取引の
危険負担10
×土地の譲渡があった

場合、前の占有者（B）
  〇甲建物が自然災害によって引渡

し前に消滅した場合、売主Ａの建

物引渡し債務は履行不能により消

滅する。一方、買主Ｂの代金支払

債務は存続するが、Ｂは代金の支

払いを拒むことができる。
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Ａを売主、Ｂを買主として甲建物

の売買契約が締結された場合にお

いて、Ｂが、Ａの代理人と称する

Ｄに対して本件代金債務を弁済し

た場合、Ｄに受領権限がないこと

につきＢが善意かつ無過失であれ

ば、Ｂの弁済は有効となる。

 

弁　済11
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11弁　済
 〇受領権者以外の者に行われた弁

済は、原則として無効であるが、

受領権者以外の者で、取引上の社

会通念に照らして受領権者として

の外観を有する者に、善意無過失

で弁済した場合には、有効となる。 

本問のＤのように、債権者の代理

人と称して債権を行使する者も、

取引上の社会通念に照らして受領

権者としての外観を有する者に該

当するので、Ａの代理人と称する

Ｄに対してなされた弁済は、Ｂが

善意無過失であれば有効となる。
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【前提】Ａ は 令和５年 10 月

１日、Ａ 所有 の 甲 土 地 に つ

き、Ｂとの間で、代金 1,000万

円、支払期日を同年 12 月１

日とする売買契約を締結した。 

ＢがＡに対し、同年９月 30日に

消滅時効の期限が到来する貸金債

権を有していた場合には、Ａが当

該消滅時効を援用したとしても、

Ｂは売買代金債務と当該貸金債権

を対当額で相殺することができ

る。

相　殺
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12相　殺
 ×相殺するためには、当事者双方

が互いに債権を有していなければ

ならない。本問の場合、Ｂの貸金

債権は９月30日に時効で消滅し、

Ａの売買代金債権は 10月１日に

発生しているため、互いに債権を

有していない状態である。した

がって、Ｂは売買代金債務と貸金

債権を対当額で相殺することはで

きない。
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Ａは、Ｂに対して貸金債権を有し

ており、Ａはこの貸金債権をＣお

よびＤに対して譲渡した。なお、

Ｃへは確定日付のない証書、Ｄへ

は確定日付のある証書によってＢ

に通知した場合（いずれの通知も

Ｂによる弁済前に到達してい

る）、Ｂへの通知の到達の先後に

かかわらず、ＤがＣに優先して権

利を行使することができる。

債権譲渡
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13債権譲渡
 〇債権が二重に譲渡された場合、

譲渡人Ａから債務者Ｂに対する通

知または債務者Ｂの承諾は、確定

日付のある証書によるものでなけ

れば債務者以外の第三者に対抗す

ることができない。本問では、Ｃ

へは確定日付のない証書、Ｄへは

確定日付のある証書によっている

ので、ＤがＣに優先して権利を行

使することができる。
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Ａを売主、Ｂを買主とする甲土地

の売買契約が締結されたが、Ｂに

引き渡された甲土地が契約上の面

積よりも小さかった。この場合、

ＢはＡに対して、不足分の請求を

することができるが、契約の解除

をすることはできない。

買主の救済
（売主の担保責任）
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×引き渡された目的物が種類・品

質・数量に関して契約の内容に適

合しないものであるとき、または、

売主が買主に移転した権利が契約

の内容に適合しない場合は、買主

は①追完請求、②代金減額請求、

③損害賠償請求、④契約の解除を

することができる。

買主の救済
（売主の担保責任）
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【前提】宅地建物取引業者でない

Ａが、自ら所有している甲土地を

宅地建物取引業者でないＢに売却

した。

AB間の売買契約で、Ａは甲土地

の引渡しの日から２年間だけ担保

責任を負う旨を合意していた場

合、Ａが知っているのにＢに告げ

なかった不適合については、Ｂ

は、引渡しの日から２年間を経過

した後でも、損害賠償を請求する

ことができる。

 

買主の救済
（売主の担保責任）
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〇本問の特約があったとしても、

売主（Ａ）が契約の内容に適合し

ないことを知っていたのに、買

主（Ｂ）に告げなかった場合、特

約の期間制限の適用を受けないの

で、買主は、引渡しの日から２年

間を経過していても損害賠償請求

をすることができる。なお、この

場合の買主の権利は、消滅時効の

規定の適用を受ける。

買主の救済
（売主の担保責任）
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Ａ所有の甲土地につき、Ａが甲土

地をＦとＧとに対して二重に譲渡

してＦが所有権移転登記を備えた

場合に、ＡＧ間の売買契約の方が

ＡＦ間の売買契約よりも先になさ

れたことをＧが立証できれば、Ｇ

は登記がなくても、Ｆに対して自

らが所有者であることを主張する

ことができる。

物権変動と登記16
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×本問は二重譲渡であり、ＦとＧ

が対抗関係になるので、先に登記

を備えたほうが所有権を主張する

ことができる。したがって、Ｇは

登記がなければ、Ｆに対して自ら

が所有者であることを主張するこ

とはできない。

物権変動と登記16
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Ａ所有の甲土地につき、時効によ

り所有権を取得したＢは、時効完

成前にＡから甲土地を購入して所

有権移転登記を備えたＣに対し

て、時効による所有権の取得を主

張することができない。

17取得時効と登記
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×時効取得者（Ｂ）は、時効完成

時に登記がなくても、時効完成前

に所有権を取得した第三者（Ｃ）

に対して所有権の取得を主張する

ことができる。

17取得時効と登記
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抵当権について登記がされた後

は、抵当権の順位を変更すること

はできない。

抵当権の順位18
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×一つの不動産に対して、複数の

抵当権を設定することができる。

この場合の抵当権の順位は登記の

前後によって決まる。そして、複

数の抵当権者がいる場合、各抵当

権者の合意によって、抵当権の順

位を変更することができる。

抵当権の順位18
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抵当不動産の被担保債権の主債務

者は、抵当権消滅請求をすること

はできないが、その債務について

連帯保証をした者は、抵当権消滅

請求をすることができる。

抵当不動産の第三
取得者がいる場合19
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×抵当不動産の第三取得者は、抵

当権消滅請求をすることができる

が、主たる債務者、保証人等は抵

当権消滅請求をすることはできな

い。

抵当不動産の第三
取得者がいる場合19
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Ａ、Ｂ、Ｃの３人がＤに対して

900万円の連帯債務を負っている

場合、Ｂのために消滅時効が完成

したときは、Ａ及びＣのＤに対す

る連帯債務も時効によって全部消

滅する。

連帯債務20
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  ×連帯債務者の１人について生じ

た弁済、相殺、更改、混同の効力

は他の債務者にも影響を及ぼす

（絶対効）が、それ以外の事由（時

効の完成、請求、債務の免除など）

の効力は、他の債務者に影響を及

ぼさない。したがって、Ｂのため

に時効が完成したときでも、Ａと

Ｃは依然として 900万円の債務

を負う。

連帯債務20
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連帯保証ではない場合の保証人

は、債権者から債務の履行を請求

されても、まず主たる債務者に催

告すべき旨を債権者に請求でき

る。ただし、主たる債務者が破産

手続開始の決定を受けたとき、ま

たは行方不明であるときは、この

限りではない。

保証債務21
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  〇連帯保証ではない場合の保証人

は、債権者がいきなり保証人に弁

済を請求してきたら、まずは主た

る債務者に請求するよう債権者に

請求することができる（催告の抗

弁権）。ただし、主たる債務者が

破産手続開始の決定を受けたと

き、または行方不明であるときは、

催告の抗弁権は行使できない。

保証債務21
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【前提】ＡがＢに甲建物を月額10

万円で賃貸し、ＢがＡの承諾を得

て甲建物をＣに適法に月額15万

円で転貸している。

ＡがＢとの間で甲建物の賃貸借契

約を合意解除した場合、ＡはＣに

対して、Ｂとの合意解除に基づい

て、当然には甲建物の明渡しを求

めることができない。

賃借権の譲渡・
賃借物の転貸22
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  〇賃貸借契約が、賃貸人（Ａ）と

賃借人（Ｂ）との間で合意解除さ

れた場合、特段の事情がない限り、

賃貸人（Ａ）は転借人（Ｃ）に対

抗することができない。したがっ

て、ＡはＣに明渡しを求めること

はできない。

賃借権の譲渡・
賃借物の転貸22
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【前提】ＡはＢに対し建物を賃貸

し、Ｂはその建物をＡの承諾を得

てＣに対し適法に転貸している。 

Ａは、Ｂの債務不履行を理由とし

てＢとの賃貸借契約を解除すると

きは、事前にＣに通知等をして、

賃料を代払いする機会を与えなけ

ればならない。

賃借権の譲渡・
賃借物の転貸23
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  ×賃貸借契約が、賃借人（Ｂ）の

債務不履行によって解除された場

合には、賃貸人（Ａ）は転借人（Ｃ）

に対抗することができ、この場合、

賃貸人は転借人に解除の通知等を

する必要はない。

賃借権の譲渡・
賃借物の転貸23
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Ａ所有の甲土地につき、Ｂとの間

で賃貸借契約が締結された。賃借

権の存続期間を10年と定めた場

合、本件契約が居住の用に供する

建物を所有することを目的とする

ものであるときは、存続期間が

30年となるのに対し、本件契約

が資材置場として更地で利用する

ことを目的とするものであるとき

は存続期間は10年である。

借地権の存続期間24
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CH
02

権
利
関
係借地権の存続期間24

〇借地借家法では、普通借地権の

存続期間は 30年以上とされてい

る。したがって、賃借権の存続期

間を 10年と定めた場合、本件契

約が建物の所有を目的とするもの

であるときは、借地借家法の規定

にもとづいて存続期間は 30年と

なる。一方、建物の所有を目的と

するものでない場合（更地で利用

することを目的とする場合）は、

借地借家法の適用はなく、ＡとＢ

が契約で定めた期間（10年）が

存続期間となる。
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建物の所有を目的とする土地の賃

貸借契約において、借地権の登記

がなくても、その土地上の建物に

借地人が自己を所有者として記載

した表示の登記をしていれば、借

地権を第三者に対抗することがで

きる。

25借地権の対抗力
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  〇民法上は不動産の賃借人が第三

者に対して、不動産の賃借権を対

抗するためには、登記が必要であ

るが、借地借家法上は、借地上に

借地権者が、自己を所有者として

登記した建物を所有していれば、

（借地権の登記がなくても）第三

者に対抗することができる。

25借地権の対抗力
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事業の用に供する建物の所有を目

的とする場合であれば、従業員の

社宅として従業員の居住の用に供

するときであっても、事業用定期

借地権を設定することができる。

定期借地権等26
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  ×事業用定期借地権はもっぱら事

業の用に供する建物の所有を目的

とする場合に設定することができ

る。居住の用に供するときには、

設定できない。

定期借地権等26
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ＡとＢとの間で、Ａ所有の甲建物

について、期間３年、賃料月額

10万円と定めた賃貸借契約を締

結した場合において、ＡがＢに対

し、賃貸借契約の期間満了の６カ

月前までに更新しない旨の通知を

しなかったときは、ＡとＢは、期

間３年、賃料月額10万円の条件

で賃貸借契約を更新したものとみ

なされる。

27契約の更新と解約



解説 CH
02

権
利
関
係

借
地
借
家
法
（
借
家
）

SEC

14

  ×建物の賃貸借について、期間の

定めがある場合には、期間満了の

１年前から６カ月前までの間に、

相手方に対し、更新をしない旨の

通知をしなかったときには、従前

の契約と同一の条件で契約を更新

したとみなされる。ただし、期間

については定めがないものとな

る。

契約の更新と解約27
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ＡとＢとの間で、Ａ所有の甲建物

について、期間３年、賃料月額

10万円と定めた賃貸借契約を締

結している。その後、賃貸借契約

を期間を定めずに合意により更新

した後に、ＡがＢに書面で解約の

申入れをした場合は、申入れの日

から３カ月後に賃貸借契約は終了

する。

28契約の更新と解約
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  ×建物の賃貸借について、期間の

定めがない場合、賃借人から解約

を申し入れるときは、正当事由は

不要で、解約の申入日から３カ

月経過後に賃貸借契約が終了す

る。一方、賃貸人から解約を申し

入れる場合には、正当事由が必

要で、解約の申入日から６カ月

経過後に賃貸借契約が終了する。 

本問は賃貸人（Ａ）からの解約の

申入れなので、正当事由があれば、

解約の申入日から６カ月経過後に

賃貸借契約が終了する。

28契約の更新と解約
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ＡとＢとの間で、Ａ所有の甲建物

について、期間３年、賃料月額

10万円と定めた賃貸借契約を締

結しているが、Ｃが、ＡＢ間の賃

貸借契約締結前に、Ａと甲建物の

賃貸借契約を締結していた場合、

ＡがＢに建物を引き渡しても、Ｃ

は、甲建物の賃借権をＢに対抗す

ることができる。

建物賃借権（借家権）
の対抗力29
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  ×借地借家法上、建物の賃貸借は、

その登記がなくても、建物の引渡

しがあれば第三者に対抗すること

ができる。本問のＢは、建物の引

渡しを受けているので、Ｃは甲建

物の賃借権をＢに対抗することは

できない。

建物賃借権（借家権）
の対抗力29
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請負人が担保責任を負わない旨の

特約をしたときであっても、知り

ながら告げなかった事実について

は、その責任を免れることができ

ない。

請負人の担保責任の
制限30
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  〇請負人が担保責任を負わない旨

の特約をすることはできるが、請

負人が知りながら告げなかった事

実については、担保責任を免れる

ことはできない。

請負人の担保責任の
制限30
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Ａに雇用されているＢが、勤務中

にＡ所有の乗用車を運転し、営業

活動のため得意先に向かっている

途中で交通事故を起こし、歩いて

いたＣに危害を加えた。この場合

において、Ａの使用者責任が認め

られてＣに対して損害を賠償した

場合にはＡはＣに対して賠償した

損害額の全額を常にＢから回収す

ることができる。

使用者責任31



解説 CH
02

権
利
関
係

不
法
行
為

SEC

16

  ×Ａに使用者責任が認められてＣ

に対して損害を賠償した場合、Ａ

はＢ（被用者）に求償できるが、

その額は「信義則上相当と認めら

れる範囲内」となる。したがって

Ｂに資力があったとしても、Ａは

常に賠償した全額を回収できるわ

けではない。

使用者責任31
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甲建物を所有するＡが死亡し、相

続人がそれぞれＡの子であるＢ及

びＣの２名である場合、Ｃが単純

承認をしたときは、Ｂは限定承認

をすることができない。

相続の承認と放棄32
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  〇相続人が数人あるときは、限定

承認は、共同相続人の全員が共同

してのみこれをすることができ

る。

相続の承認と放棄32
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各共有者は、いつでも共有物の分

割を請求することができるが、５

年を超えない期間内であれば、分

割をしない旨の契約をすることが

できる。

共有物の分割33



解説 CH
02

権
利
関
係

共
　
有

SEC

18

  〇各共有者は、原則としていつで

も共有物の分割を請求することが

できる。なお、共有者全員の意思

によって、５年間を限度として共

有物を分割しない特約を結ぶこと

もできる。

共有物の分割33
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建物の区分所有等に関する法律に

よると、集会は、区分所有者全員

の同意があれば、招集の手続きを

経ないで開くことができる。

集　会34
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  〇集会の招集通知は、原則として、

少なくとも会日の１週間前に会議

の目的である事項を示して、各区

分所有者に発しなければならない

が、区分所有者全員の同意があれ

ば、招集の手続きを経ないで開く

ことができる。

集　会34
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新築した建物または区分建物以外

の表題登記がない建物の所有権を

取得した者は、その所有権の取得

の日から１月以内に、所有権の保

存の登記を申請しなければならな

い。

登記記録35
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  ×新築した建物または表題登記が

ない建物（区分建物以外）の所有

権を取得した場合、その所有権の

取得の日から１カ月以内に「所有

権の保存の登記」ではなく、「表

題登記」をしなければならない。

登記記録35


